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各法における表示ルール設定までのプロセス

厚生労働省 農林水産省 公正取引委員会

食品衛生法 ＪＡＳ法 公正競争規約

公開試買検査会 委託調査 消費者の意識調査・疫学調査による科学的知見の集積 （消費者・事業者等の要望）
・毒性試験等の研究結果
・食中毒事件等の健康危害の発生
（消費者・事業者等の要望）

規格基準の策定 規約設定指導（・在京外国大使館への通知）
・事業者団体からの規約作成に（表示の基準のみが作成される場合もある）
係る相談への対応

原案作成 原案作成 業界による規約案作成
（・消費者、対象事業者等からの意見聴取） （・消費者、対象事業者等からの意見聴取）

薬事・食品衛生審議会への諮問 ＪＡＳ調査会への諮問

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会 ＪＡＳ調査会部会における検討 関係者連絡会
・消費者、関係事業者、学識経験各部会等における検討 委員構成：消費者、関係事業者、学識経験者

（・関係者による意見陳述） 者による自由討議委員構成：消費者、関係事業者、学識経験者

※募集期間：１ヶ月 ※募集期間：１ヶ月パブリック・コメントの募集 パブリック・コメントの募集

※通報期間： 週間食品輸入円滑化推進会議の開催 外国政府への通報 9
（・在京外国大使館への説明会） （・ＷＴＯ通報（ＴＢＴ通報 ））

※通報期間： 週間外国政府への通報 9
（・ＷＴＯ通報（ＳＰＳ通報 ））

公聴会
・消費者、関係事業者、学識経験薬事・食品衛生審議会 ＪＡＳ調査会総会
者による意見陳述委員構成：消費者、関係事業者、学識経験者 委員構成：消費者、関係事業者、学識経験者

＜答申＞ ＜答申＞
公正取引委員会による公正競争規約の認定

官報告示 官報告示 官報告示

注１）なお、栄養改善法に基づく栄養表示基準については、食品衛生法にほぼ準じた形で行われている。
注２） は、法令に基づく手続き



○監視体制 　７，７５０名

①監視する者・厚生労働省の食品衛生監視員 ①監視する者 ・公正取引委員会事務総局の職員
                    ・都道府県等の食品衛生監視員 　　　　　　　　　 ・都道府県の職員
　　※食品衛生監視員：医師、歯科医師、薬剤師、   職員
　　　　　　　　　　　         獣医師等

②役割分担 ②役割分担

　　　　５０名　　・全国的な事象を主に担当 ３，５７９名 　　５１名
　　　２６４名　　・輸入食品を対象

　　　注：平成14年６月時点   注：平成１３年度末

　　　７，４３６名 ・食品製造施設、流通製品等 ２，４２５名・県内業者 　２８１名

　　　注：平成13年３月時点 注：平成１４年５月時点   注：平成１３年度末

○通常監視活動 ○モニタリング調査
　　・食品製造施設等への立入検査、流通製品等 ・(独)農林水産消費技術センター
　　　の収去検査等を実施。   年間１万件を超える調査　（巡回点検、買上）

　を実施
○一斉取締り ・都道府県
   ・夏期（７月）及び年末（１２月）に、一斉取締りを 　県内の販売業者を対象に実施
     行い、他の食品衛生法規定事項と共に表示に
     ついても監視を行っているところ。平成１２年度
　　度末一斉取締りでは約３２万施設に立入検査
     を行い、１，１４４件の表示違反を指導。平成１３ 　象として表示の実態を調査し、５月２４日に結
     年度夏期一斉取締りでは約４８万施設に立入検 　果を公表。
     査を行い７２８件の表示違反について改善を指 ・２月１５日から農林水産省、農林水産消費技
　　 導。 　術センターに消費者からの情報を受け付ける

　窓口（食品表示１１０番）を設置。４７都道府県
○適正表示の徹底に係る立入検査・指導 　でも１１０番を開設又は既存の窓口で対応。
   ・３月８日から全国の食肉販売業・処理業、食肉 ・１４年度から消費者を食品表示ウオッチャーと
    製品製造業、乳処理業等を対象に適正表示に 　して委嘱。
    係る立入調査等を実施し、５月２４日までに、約
    １８万施設に立入検査及び指導し、食品衛生法
    違反事例４，３３０件を確認、改善を指導。
    

・２月２８日から全国５２２の食肉販売業者を対

（複数県に事業所を有する業者）
・広域業者を対象

○表示適正化のための緊急の取組

食品衛生法
表示の適正化に関する法律

農林物資の規格化及び品質

○監視体制 　６，００４名

①監視する者 ・農林水産省の職員
　　　　　　　　　・（独）農林水産消費技術ｾﾝﾀｰの

　　　　　　　　　・都道府県の職員

②役割分担

監視体制

○監視体制　　３３２名

不当景品類及び不当表示防止法 

注：平成１４年５月時点。（独）農林水産消費技術ｾﾝﾀｰを含む。

国

都道府県

国

都道府県

国

都道府県等
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表示監視における３省（厚生労働省、農林水産省、公正取引委員会）の連携

１．３省による情報提供や協力体制の構築

（１）農林水産省は、食品表示１１０番を設置（１４年２月１５日）した際に、①厚生労働省及び公正取引委員会に対して連携強
化を依頼するとともに、②都道府県に対して農林水産省及び同都道府県の他法令担当部局との連携強化を図るよう通知した
（１４年２月１３日 。）

（ ） 、 、 、２ また 厚生労働省においても 食品衛生法に基づく食品の表示の監督指導の強化及び他法令に基づく違反の場合においても
関係部局と十分連携を取るよう都道府県等へ通知した（平成１４年３月８日 。）

（３）食品表示関係３省連絡会議の場において、関係する国の機関（独立行政法人を含む 、都道府県を含めた連携体制を構築す）
ることとした（１４年４月５日 。）
→ 農林水産省本省から同旨を地方農政局、食糧事務所 （独）農林水産省消費技術センター及び都道府県に通知した（１４、
年６月１４日 。）
→ 厚生労働省及び公正取引委員会においては、現在、手続中。

（農林水産本省が情報を受け付けた場合の例）
関係省庁

情報提供 （食衛法関係）厚生労働省
国レベル 農林水産省本省

連 携 （景表法関係）公正取引委員会

情報提供 連携 連携

情報提供
県レベル 都道府県ＪＡＳ担当部局 都道府県内関係部局

連 携 （食衛法、景表法)
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２．連携の事例

（１）Ａ県の食肉加工品製造業者に対する合同立入検査（１４年６月：添加物の記載もれ、原料原産地の虚偽表示の疑い等）

（公衆衛生担当課）市 ・Ｂ市

食
国 ・ 農林水産消費技術センター 合 肉（独）
・地方農政局 同 加

立 工
県 ・ 県 入 品A （生産流通担当課、畜産担当課）

検 製
査 造

国 ・公正取引委員会支所 業
者

（県民生活担当課）県 ・Ａ県

（２）鹿児島県の食肉加工業者に対する合同立入検査（１４年３月：加工者名の虚偽表示、期限表示の書替え、原産地の虚偽表示
等）

（生活衛生課、食肉衛生検査所、保健所）県 ・鹿児島県
合 食
同 肉

国 ・ 農林水産消費技術センター門司センター 立 加（独）
・九州農政局 入 工

検 業
県 ・鹿児島県 査 者（ 、 、農林水産部農業経済課 流通園芸振興課
畜産課）

（３）福島県の食肉卸売業者に対する合同立入検査（１４年３月：原産地の虚偽表示）

国 農林水産消費技術センター仙台センター 合 食・ 独）（
・東北農政局 同 肉

立 卸
県 ・福島県 入 売（農林水産部園芸振興課）

検 業
査 者

（生活環境部県民生活課）県 ・福島県

食 衛 法
担当部署

景 表 法
担当部署

ＪＡＳ法
担当部署

食 衛 法
担当部署

ＪＡＳ法
担当部署

景 表 法
担当部署

ＪＡＳ法
担当部署
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表示違反是正措置

食品衛生法 農林物資の規格化及び品質 不当景品類及び
表示の適正化に関する法律 不当表示防止法

都道府県知事等 農林水産大臣、地方農政局長、都道府県知事 公正取引委員会 都道府県知事

行 営業の禁停止 指 示 排除命令 又は 指示又は( )法第１９条の９

政 又は 公示の指示（ ）法第２３条

( )に 営業許可の取消 法第６条

( )よ 指示に従わなければ 法第９条の２

排除命令に 不応諾る
従わなければ措 又は／及び

農林水産大臣置
厚生労働大臣又は都道府県知事等

公正取引委員会への命 令 ( )法第１９条の９

）廃棄命令等 (法第２２条

措置請求

（法第９条の３）又は／及び 命令に従わなければ

( ) ( ) ( )罰 罰 則 罰 則 罰 則法第３１条 法第２４条 法第９条

６月以下の懲役又は 自然人：１年以下の懲役又は ２年以下の懲役又は内

則 ３万円以下の罰金 １００万円以下の罰金 ３００万円以下の罰金
法 人：１億円以下の罰金容


